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国東市分別収集計画 
 

令和元年７月９日 

 

１ 計画策定の意義 

  これまでの大量生産・大量消費型の社会から、天然資源の消費が抑制さ

れ、環境への負荷が軽減される持続可能な循環型の社会への転換が必要と

されている。こうした状況の下、環境負荷の少ない循環型社会の形成に向

けた廃棄物の減量化やリサイクルを推進するための環境整備が進められ

ており、これらの推進に当たっては、市民・事業者・行政がそれぞれの立

場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

また近年、廃棄物処理施設の確保は非常に困難なものとなっている。当

市では大分県ごみ処理広域化計画に基づき、宇佐市・豊後高田市との３市

合同による広域廃棄物処理施設の建設を進めているところであるが、既存

最終処分場の残余容量の活用も含めて進めている状況である。 

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律（以下「法」という。）第８条に基づいて一般廃棄

物の多くを占める容器包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包

装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、最終処

分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的

な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべて

の関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

  本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進するとともに、もっ

て廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型

社会の形成が図られるものである。 

 

２ 基本的方向 

  可能な限りリサイクルを行い、環境に負担の少ない循環型社会を構築し

ていく。 

 

３ 計画期間 

  本計画の計画期間は令和２年４月を始期とする５年間とし、令和４年度

に見直しをする。 

 

４ 対象品目 

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガ

ラス製容器（無色、茶色、その他）、段ボール、ペットボトルを対象とす

る。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

                      （法第８条第２項第１号） 

 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

容器包装廃棄物 1,428ｔ 1,413ｔ 1,400ｔ 1,389ｔ 1,380ｔ 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方針に関する事項 

                      （法第８条第２項第２号） 

  容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。

なお、実施に当たっては、市民・事業者・再生事業者等がそれぞれの立場

から役割を分担し、相互に協力・連携を図ることが重要である。 

・啓発活動の充実 

  市民・事業者に対して、ごみの排出実績や３Ｒ推進の意義及び効果、ご

みの分別方法に関し、広報・市ホームページ・収集計画表・国東市クリー

ンセンターの見学会等により啓発を行う。 

・販売包装の有料化、買い物袋の持参の徹底 

  小売店と行政が、レジ袋削減に向けた取組に関する協定を締結し、レジ

袋の無料配布の中止や簡易包装の推進に協同で取り組む。協定を締結した

店舗では、店頭でのステッカーや協定書の表示、マイバッグ持参に係る街

頭啓発活動の実施により市民への周知を図る。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃

棄物の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

  最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等

を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のよ

うに定める。 

  また、市民の協力度、国東市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、

収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶 

主として       無色のガラス製容器 

ガラス製の      茶色のガラス製容器 

容器         その他のガラス製容器 

ガラスびん 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）

製の容器であって飲料、しょうゆ等を充てんする

ためのもの 

ペットボトル 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの

量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める

物の量の見込み              （法第８条第２項第４号） 
 

 
Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

主としてスチール製の

容器 

 

49ｔ 

 

48ｔ 

 

47ｔ 

 

47ｔ 

 

46ｔ 

主としてアルミ製の容

器 

 

37ｔ 

 

36ｔ 

 

36ｔ 

 

35ｔ 

 

35ｔ 

無色のガラス製容器  （合計）  

58ｔ 

（合計）  

57ｔ 

（合計）  

56ｔ 

（合計）  

55ｔ 

（合計）  

55ｔ 
（引渡量） 

58ｔ 

(独自処理量 ) 

   ｔ  

（引渡量） 

57ｔ  

(独自処理量 ) 

   ｔ  

（引渡量） 

56ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

（引渡量） 

55ｔ 

(独自処理量 ) 

   ｔ  

（引渡量） 

55ｔ 

（独自処理量）                                                                                                                                                                                                                   

ｔ  

茶色のガラス製容器  （合計）  

74ｔ 

（合計）  

73ｔ 

（合計）  

72ｔ 

（合計）  

71ｔ 

（合計）  

70ｔ 
（引渡量） 

74ｔ 

(独自処理量 ) 

   ｔ 

（引渡量） 

73ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

（引渡量） 

72ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

（引渡量） 

71ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

（引渡量） 

70ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

その他のガラス製容器  （合計）  

46ｔ 

（合計）  

46ｔ 

（合計）  

45ｔ 

（合計）  

44ｔ 

（合計）  

43ｔ 
（引渡量） 

 46ｔ 

(独自処理量） 

    ｔ 

（引渡量） 

 46ｔ 

(独自処理量） 

    ｔ 

（引渡量） 

 45ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

（引渡量） 

 44ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

（引渡量） 

43ｔ 

(独自処理量 ) 

    ｔ 

主として段ボール製の

容器 

 

105ｔ 

 

104ｔ 

 

102ｔ 

 

100ｔ 

 

99ｔ 

主としてポリエチレン

テレフタレート（ＰＥ

Ｔ）製の容器であって飲

料、しょうゆ等を充てん

するためのもの  

（合計）  

64ｔ 

（合計）  

63ｔ 

（合計）  

62ｔ 

（合計）  

61ｔ 

（合計）  

60ｔ 
（引渡量） 

   ｔ  

(独自処理量） 

64ｔ 

   （注） 

 

（引渡量） 

  ｔ  

(独自処理量） 

  63ｔ 

（引渡量） 

  ｔ 

(独自処理量 ) 

 62ｔ 

（引渡量） 

  ｔ 

(独自処理量 ) 

61ｔ 

（引渡量） 

ｔ 

(独自処理量 ) 

 60ｔ 

  

（注）PET 製の容器（以下、「ペットボトル」という）については、指定法人における

処理ではなく、実績のある廃棄物処理業者を市にて選定し処理委託をしている。  

  委託の際は、ペットボトル全量をフレークやペレット、圧縮梱包等へ国内におい

て加工を行うことを仕様とし、ペットボトルの受入施設、処理工程を書面等にて確

認することとする。 

 

９ 各年度において得られる分野別基準適合物の特定分別基準適合物ごと

の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定め

る物の量の見込みの算定方法 

  特定分別基準適合物の量及び容器包装リサイクル法第２条第６号に規  

定する主務省令で定める物の量の見込み 

 ＝ 直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

  また、人口変動率は、人口推計により次のとおり設定した。 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

 27,422 人 

（対前年比） 

  98.41％ 

 26,988 人 

（対前年比） 

   98.42％ 

26,561 人 

（対前年比） 

 98.42％ 

 26,140 人 

（対前年比） 

   98.41％ 

 25,726 人 

（対前年比） 

   98.42％ 
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項 

（法第８条第２項第５号） 

  分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。段ボールについては、ク

リーンセンターでの保管と、地域の資源回収での保管との二通りにより行

う。 

 

種   類 収集・運搬 選別・保管 

缶 
スチール缶 委託業者収集 クリーンセンターで選

別・保管 アルミ缶 

 

ガラスびん 

 

無色ガラス 委託業者収集 クリーンセンターで選

別・保管 茶色ガラス 

その他ガラス 
 

段ボール 直接搬入で対応 クリーンセンターで保管 

委託業者収集 地域の資源回収で保管 

ペットボトル 委託業者収集 クリーンセンターで保管 

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

（法第８条第２項第６号） 

    現行どおり、当市のリサイクルプラザでスチール缶・アルミ缶とびん類

の３種分別を行う。 

ビン類については、リサイクルプラザで３種類に選別後保管をする。段

ボール、ペットボトルは分別収集の後リサイクルプラザで保管する。 

種   類 収集容器 収集車 中間施設 

缶 

スチール缶 

袋 ２ｔトラック 

クリーンセンター

で選別・圧縮・保

管 

アルミ缶 

 

ガラスびん 

 

無色ガラス 

袋 ２ｔトラック 

クリーンセンター

で手選別・保管 茶色ガラス 

その他ガラス 

段ボール なし 

なし 
クリーンセンター

で保管 

４ｔトラック 
地域の資源回収で

保管 

ペットボトル 指定袋 ２ｔトラック 
クリーンセンター

で保管 
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12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

当市は容器包装廃棄物のうち、７品目について取り組んでいる。 

段ボールについては、地域の資源回収を当該地区が修繕する場合、要する 

費用に対して市が一部補助を行うこと、古紙売払金額に応じ各行政区に交付

金を支払うことによりリサイクルを推進する。また、許可業者が収集する事

業系一般廃棄物からの分別について、収集運搬業者や各事業所に協力を呼び

かけていく。 

その他、施設の見学会を通じて、分別収集への協力と分別精度の向上を推

進する。 


